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平成３０年度奈良県立高等学校入学者特色選抜実施要項

平成３０年度奈良県立高等学校入学者特色選抜については、この要項（以下「特色

選抜要項」といいます。）に基づいて実施します。

１ 応募資格

保護者（親権者又は未成年後見人をいいます。以下同じ。）とともに奈良県内に居

住している者で、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するもの。ただし、「県外居住

者及び県外中学校卒業者等の奈良県立高等学校への志願手続要領」により承認を得た

者は、奈良県内に居住している者とみなします。

(１) 中学校若しくはこれに準じる学校（以下「中学校」といいます。）を卒業した者

又は平成３０年３月卒業見込みの者

(２) 中等教育学校前期課程（以下「中学校」に含めます。）を修了（以下「卒業」に

含めます。）した者又は平成３０年３月卒業見込みの者

(３) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９５条各号のいずれかに

該当する者

２ 特色選抜を実施する学校・学科（コース）

「平成３０年度奈良県立高等学校入学者選抜概要」（以下「入学者選抜概要」とい

います。）に示します。

３ 募集人員

募集人員は、「平成３０年度奈良県立高等学校入学者募集人員」に定めます。

４ 出願方法

(１) 出願は、１校１学科（コース）に限ります。ただし、順位を付けて２学科（コー

ス）まで志願することのできる高等学校については、「入学者選抜概要」に示すと

おりです。

(２) ２校以上に出願した者は、そのいずれの高等学校にも出願しなかったものとみな

します。

(３) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(４) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の

奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

(５) 高等学校（高等専門学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含み



ます。）に在籍している者は、出願できません。

(６) 奈良県立青翔中学校に在籍しており、奈良県立青翔高等学校に入学する予定の者

は、出願できません。

５ 出願手続

(１) 入学願書受付期間は、次のとおりです。

平成３０年２月１３日（火） 午前９時から午後３時まで

平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後３時まで

ただし、出願書類を郵送する場合は、平成３０年２月８日（木）までの消印があ

るものに限ります。

(２) 出願書類を郵送する場合は、簡易書留で速達とし、受検票等の返信用として出願

者の宛先を明記し、６７２円（簡易書留・速達料金を含みます。）分の切手を貼っ

た封筒（定形郵便物用長形３号 １２．０㎝ × ２３．５㎝）１枚を同封してくだ

さい。また、郵送と同時に電話で、出願する高等学校に出願者氏名、出願課程・学

科（コース）その他必要な事項を連絡してください。

(３) 志願者は、定められた期間内に次のアからカまでを出身中学校又は在学している

中学校の校長を経て出願する高等学校長に提出してください。

ア 入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 ２，２００円（奈良県収入証紙により納付）

ただし、五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校への出願者は、

１，０００円を現金で納付してください。

ウ 「自己アピール文」記入票（様式９）（面接を実施する学科（コース）への出

願者のみ必要）

エ 実技検査受検種目届出票（様式１０）及び演奏曲の楽譜（奈良県立高円高等学

校音楽科への出願者のみ必要）

オ 実技検査受検種目届出票（様式１１）（奈良県立添上高等学校スポーツサイエ

ンス科への出願者のみ必要）

カ 実技検査受検種目届出票（様式１２）（奈良県立大和広陵高等学校生涯スポー

ツ科への出願者のみ必要）

(４) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(５) 高等学校長は、(３)の書類を受け付けたときは、受検票を交付してください。



６ 調査書等の提出

(１) 中学校長は、「調査書及び学習成績一覧表等作成要領」に基づき、調査書、学習

成績一覧表及び学習成績分布表を作成してください。

(２) 中学校長は、次のア及びイを奈良県教育委員会事務局学校教育課長（以下「学校

教育課長」といいます。）宛て、平成３０年１月１６日（火）から同月１８日（木

）までに提出してください。ただし、県外中学校から出願する者及び過年度卒業者

については、提出する必要はありません。

ア 学習成績一覧表（様式５）

イ 学習成績分布表（様式６及び様式７）

(３) 中学校長は、出願者に関する書類を、出願した高等学校長に下記により提出して

ください。ただし、郵送の場合は、平成３０年２月１５日（木）午後１時までに到

着のものに限ります。

提出期間 平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後４時まで

平成３０年２月１５日（木） 午前９時から午後１時まで

提出書類 ア 調査書（様式１）

イ 特技に関する記録〔体育〕（様式２）（奈良県立添上高等学校ス

ポーツサイエンス科及び奈良県立大和広陵高等学校生涯スポーツ科

への出願者についてのみ必要）

ウ 副申書（様式３）（調査書及び学習成績一覧表等作成要領１の(５)

のキに該当する出願者についてのみ必要）

(４) 出願者に関する書類を郵送する場合は、簡易書留で速達とし、受領書等の返信用

として中学校の宛先を明記し、６７２円（簡易書留・速達料金を含みます。）分の

切手を貼った封筒（定形郵便物用長形３号 １２．０㎝ × ２３．５㎝）１枚を同

封してください。また、郵送と同時に電話で、提出する高等学校に、出願者数、出

願者氏名その他必要な事項を連絡してください。

(５) 高等学校長は、必要に応じて、調査書等の記載内容について中学校長に説明を求

めることができます。

７ 検査

(１) 検査は、「第１日」は平成３０年２月２０日（火）に、「第２日」は平成３０年

２月２１日（水）に、出願した高等学校で実施します。ただし、五條市立奈良県立



五條高等学校賀名生分校に出願した者の検査場は、当該高等学校長が定めます。日

程等の詳細については、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

(２) 検査は、学力検査並びに学校独自検査、面接及び実技検査の３種類の検査のうち

各高等学校が選択した検査により実施します。学力検査は、国語、社会、数学、理

科及び英語の５教科の検査（各４０点満点）から各高等学校が原則として３教科を

選択します。各高等学校・学科（コース）で実施する検査の種類、配点等は、「入

学者選抜概要」に示すとおりです。

(３) 学力検査は、県内一斉に同一問題で実施します。学力検査の問題は、奈良県教育

委員会で作成します。

(４) 英語の学力検査には、聞き取り検査を含みます。

(５) 検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

８ 入学者の選抜

(１) 高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行ってください。

(２) 選抜は、次の資料Ⅰから資料Ⅲまでに基づいて行ってください。

資料Ⅰ： 調査書成績

調査書の「各教科の学習成績」（以下「学習成績」といいます。）

の合計点（１３５点満点）、加重配点（学習成績において、特定の教

科又は全教科の取扱いを変えること。また、学力検査の各教科の得点

の合計点の配点の取扱いを変えることをいいます。以下同じ。）をし

た後の学習成績の合計点又はそれらのいずれかに「特技に関する記録

〔体育〕」を点数化した点を加算した後の合計点

資料Ⅱ： 検査成績

特色選抜において実施する各検査の合計点

資料Ⅲ： 調査書のその他の記載事項

調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録

」及び「スポーツ・文化活動等の記録」

(３) 合否の判定については、次のア及びイにより、生徒の優れている点や長所を積極

的に評価して、総合的に行ってください。

ア あらかじめ高等学校長が定めた基準に基づいて、資料Ⅲを精査し、その内容が

顕著であると認められる者については、合否の判定において、配慮してください。



イ 原則として、受検者ごとに資料Ⅰと資料Ⅱとを合計し、合計点の多い者から順

に合格としますが、その際、資料Ⅲ等を考慮して総合的に行ってください。

(４) 高等学校長は、資料Ⅲにおいて重視する事項を定め、当該事項を評価して資料Ⅰ

に加算した点数により、あらかじめ公表した人員（以下「合格人数枠」といいます。

）について合否の判定（以下「調査書の特別な取扱い」といいます。）をすること

ができます。調査書の特別な取扱いについては、次のアからウまでにより行ってく

ださい。

なお、調査書の特別な取扱いを実施する高等学校・学科（コース）の詳細につい

ては、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

ア 各学科（コース）ごとに、特色選抜の募集人員から合格人数枠を除いた人員に

ついて、(３)に基づき合否の判定を行ってください。ただし、第２志望を認める学

科（コース）の範囲で合格人数枠を定めている場合は、その範囲の学科（コース

）の募集人員の合計人数から合格人数枠を除いた人員について合否の判定を行っ

てください。

イ アで合格とならなかった受検者全員を対象として、(３)に基づき合否の判定を行

ってください。この場合、資料Ⅲにおいて重視する事項を点数化した点を資料Ⅰ

に加算することとします。

ウ 受検者数が募集人員以下の学科（コース）については、調査書の特別な取扱い

を行いません。ただし、第２志望を認める学科（コース）において、受検者の第

２志望により募集人員を超えた場合、原則として調査書の特別な取扱いを行って

ください。

(５) 高等学校において順位を付けて２学科（コース）まで志願することができる学科

（コース）及び第１志望を優先して合否を判定する割合については、「入学者選抜

概要」に示すとおりです。

(６) 各高等学校における選抜資料の取扱いの詳細については、「入学者選抜概要」に

示すとおりです。

(７) 五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校において、学力検査等による受検者数

と成人特例措置による受検者数との合計が募集人員を超えた場合は、受検者数の比

率に応じてそれぞれの合格予定者数を定め、それに従って合格者を決定することを

原則とします。この場合、成人特例措置による合格予定者数は次の式により算出し、



学力検査等による合格予定者数は、募集人員から成人特例措置による合格予定者数

を減じた数とします。ただし、成人特例措置による合格予定者数が募集人員に等し

くなった場合は、この原則は適用しません。

＜式＞

（成人特例措置による受検者数）
（募集人員）× 〔小数点以下は切り上げ〕

（全受検者数）

(８) 調査書及び検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名、生徒

番号及び受検番号以外の記号等で行ってください。

(９) 出願者数が募集人員に満たない場合でも、検査を行い選抜します。

９ 合格発表

平成３０年２月２６日（月）午後、出願した高等学校で受検番号により発表します。

10 その他

(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、出願する高等学校長に連絡を

とり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) 特色選抜で合格した場合は、必ず入学するものとします。

(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、出願する高等学校長に申し出

てください。申出を受けた高等学校長は、学校教育課長と協議してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 学校教育法施行規則第９５条第５号の規定により奈良県立高等学校入学者特色選

抜に出願を希望する者は、平成３０年１月１８日（木）までに出願する高等学校長

に申し出てください。

(６) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、進学先の高等学校長に提出してください。

(７) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。



平成３０年度奈良県立高等学校入学者一般選抜実施要項

平成３０年度奈良県立高等学校入学者一般選抜については、この要項（以下「一般

選抜要項」といいます。）に基づいて実施します。

１ 応募資格

応募資格は、特色選抜要項１応募資格に準じます。

２ 一般選抜を実施する学校・学科（コース）

一般選抜は、定員の全部又は一部を一般選抜で募集する学科（コース）及び特色選

抜で合格者数が定員に満たなかった学科（コース）

３ 募集人員

募集人員は、「平成３０年度奈良県立高等学校入学者募集人員」に定めます。

なお、特色選抜等実施後に確定した募集人員については、平成３０年２月２６日（

月）に発表します。

４ 出願方法

(１) 出願は、１校１学科（コース）に限ります。ただし、順位を付けて２学科（コー

ス）まで志願することのできる高等学校については、「入学者選抜概要」に示すと

おりです。

(２) ２校以上に出願した者は、そのいずれの高等学校にも出願しなかったものとみな

します。

(３) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(４) 奈良県内の公立高等学校又は他の都道府県の公立高等学校の入学者選抜に合格し

た者は、奈良県立高等学校入学者一般選抜に出願できません。

(５) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の

奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

(６) 高等学校（高等専門学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含み

ます。）に在籍している者は、出願できません。

(７) 奈良県立青翔中学校に在籍しており、奈良県立青翔高等学校に入学する予定の者

は、出願できません。

５ 出願手続

(１) 入学願書受付期間は、次のとおりです。



平成３０年３月２日（金） 午前９時から午後３時まで

平成３０年３月６日（火） 午前９時から午後３時まで

ただし、出願書類を郵送する場合（特色選抜要項５出願手続(２)参照）は、平成３

０年２月２８日（水）までの消印があるものに限ります。

(２) 志願者は、定められた期間内に次のア及びイを出身中学校又は在学している中学

校の校長を経て出願する高等学校長に提出してください。

ア 入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 全日制課程 ２，２００円 定時制課程 ９５０円（奈良県収入

証紙により納付）

ただし、定時制課程の分校への出願者は、１，０００円を現金で

納付してください。

(３) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(４) 高等学校長は、(２)の書類を受け付けたときは、受検票を交付してください。

６ 調査書等の提出

調査書等の提出は、特色選抜要項６調査書等の提出(１)、(２)、(４)及び(５)に準じます。

なお、中学校長は、出願者に関する書類を、出願した高等学校長に下記により提出

してください。ただし、郵送の場合は、平成３０年３月７日（水）午後１時までに到

着のものに限ります。

提出期間 平成３０年３月６日（火） 午前９時から午後４時まで

平成３０年３月７日（水） 午前９時から午後１時まで

提出書類 ア 調査書（様式１）

イ 副申書（様式３）（調査書及び学習成績一覧表等作成要領１の(５)

のキに該当する出願者についてのみ必要）

７ 検査

(１) 検査は、平成３０年３月１２日（月）に、出願した高等学校で実施します。ただ

し、定時制課程の分校に出願した者の検査場は、当該高等学校長が定めます。

(２) 検査は、国語、社会、数学、理科及び英語（各５０点満点）の学力検査を実施し

ます。また、高等学校長は、奈良県教育委員会教育長の承認を得て、面接を実施す

ることができます。

(３) 各高等学校・学科（コース）の学力検査の配点及び面接の実施の有無は、「入学



者選抜概要」に示すとおりです。

(４) 学力検査は、県内一斉に同一問題で実施します。学力検査の問題は、奈良県教育

委員会で作成します。

(５) 英語の学力検査には、聞き取り検査を含みます。

(６) 検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

８ 入学者の選抜

(１) 高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行ってください。

(２) 選抜は、次の資料Ⅰから資料Ⅲまでに基づいて行ってください。

資料Ⅰ： 調査書成績

学習成績の合計点（１３５点満点）又は加重配点をした後の学習成

績の合計点

資料Ⅱ： 学力検査成績

学力検査の各教科の合計点（２５０点満点）又は学力検査の各教科

の合計点に加重配点をした点

資料Ⅲ： 調査書のその他の記載事項

調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録

」及び「スポーツ・文化活動等の記録」

なお、７検査(２)により面接を実施した場合は、その結果も資料に加えるものとし

ます。

(３) 合否の判定については、次のア及びイにより、生徒の優れている点や長所を積極

的に評価して、総合的に行ってください。

ア あらかじめ高等学校長が定めた基準に基づいて、資料Ⅲを精査し、その内容が

顕著であると認められる者については、合否の判定において、配慮してください。

イ 原則として、受検者ごとに資料Ⅰと資料Ⅱとを合計し、合計点の多い者から順

に合格としますが、その際、資料Ⅲ等を考慮して総合的に行ってください。

(４) 高等学校長は、特色選抜要項８入学者の選抜(４)に準じて調査書の特別な取扱いを

行うことができます。

(５) 高等学校において順位を付けて２学科（コース）まで志願することができる学科

（コース）及び第１志望を優先して合否を判定する割合については、「入学者選抜

概要」に示すとおりです。



(６) 各高等学校における選抜資料の取扱いの詳細については、「入学者選抜概要」に

示すとおりです。

(７) 定時制課程において、学力検査等による受検者数と成人特例措置による受検者数

との合計が募集人員を超えた場合は、受検者数の比率に応じてそれぞれの合格予定

者数を定め、それに従って合格者を決定することを原則とします。この場合、成人

特例措置による合格予定者数は次の式により算出し、学力検査等による合格予定者

数は、募集人員から成人特例措置による合格予定者数を減じた数とします。ただし、

成人特例措置による合格予定者数が募集人員に等しくなった場合は、この原則は適

用しません。

＜式＞

（成人特例措置による受検者数）
（募集人員）× 〔小数点以下は切り上げ〕

（全受検者数）

(８) 調査書及び学力検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名、

生徒番号及び受検番号以外の記号等で行ってください。

(９) 出願者数が募集人員に満たない場合でも、学力検査等を行い選抜します。

９ 合格発表

平成３０年３月１６日（金）午後、出願した高等学校で受検番号により発表します。

10 その他

(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、出願する高等学校長に連絡を

とり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) 定時制課程に出願できる者は、原則として勤務に従事する者又は勤務に従事する

予定の者です。

(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、出願する高等学校長に申し出

てください。申出を受けた高等学校長は、学校教育課長と協議してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 学校教育法施行規則第９５条第５号の規定により奈良県立高等学校入学者一般選

抜に出願を希望する者は、平成３０年１月１８日（木）までに出願する高等学校長



に申し出てください。

(６) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、進学先の高等学校長に提出してください。

(７) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。



平成３０年度奈良県立高等学校入学者二次募集実施要項

平成３０年度奈良県立高等学校入学者二次募集については、この要項（以下「二次

募集要項」といいます。）に基づいて実施します。

１ 二次募集の実施

二次募集は、特色選抜、一般選抜及び奈良県立十津川高等学校連携型中高一貫教育

に関する入学者選抜による合格者数が定員に満たなかった学科（コース）において実

施します。

２ 応募資格

応募資格は、特色選抜要項１応募資格に準じます。

３ 募集人員

募集人員は、平成３０年３月１６日（金）に発表します。

４ 出願方法

(１) 出願は、１校１学科（コース）に限ります。ただし、順位を付けて２学科（コー

ス）まで志願することのできる高等学校については、「入学者選抜概要」に示すと

おりです。

(２) ２校以上に出願した者は、そのいずれの高等学校にも出願しなかったものとみな

します。

(３) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(４) 奈良県内の公立高等学校又は他の都道府県の公立高等学校の入学者選抜に合格し

た者は、奈良県立高等学校入学者二次募集に出願できません。

(５) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の

奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

(６) 高等学校（高等専門学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含み

ます。）に在籍している者は、出願できません。

(７) 奈良県立青翔中学校に在籍しており、奈良県立青翔高等学校に入学する予定の者

は、出願できません。

５ 出願手続

(１) 入学願書受付期間は、次のとおりです。

平成３０年３月２０日（火） 午前１１時から午後４時まで



(２) 志願者は、定められた期間内に次のア及びイを出身中学校又は在学している中学

校の校長を経て出願する高等学校長に提出してください。

ア 入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 全日制課程 ２，２００円 定時制課程 ９５０円（奈良県収入

証紙により納付）

ただし、定時制課程の分校への出願者は、１，０００円を現金で

納付してください。

(３) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(４) 高等学校長は、(２)の書類を受け付けたときは、受検票を交付してください。

６ 調査書等の提出

調査書等の提出は、特色選抜要項６調査書等の提出(１)、(２)、(４)及び(５)に準じます。

なお、中学校長は、出願者に関する書類を、出願した高等学校長に下記により提出

してください。ただし、郵送の場合は、平成３０年３月２０日（火）午後４時３０分

までに到着のものに限ります。

提出期間 平成３０年３月２０日（火） 午前１１時から午後４時３０分まで

提出書類 ア 調査書（様式１）

イ 副申書（様式３）（調査書及び学習成績一覧表等作成要領１の(５)

のキに該当する出願者についてのみ必要）

７ 検査

(１) 検査は、平成３０年３月２３日（金）に、出願した高等学校で実施します。ただ

し、定時制課程の分校に出願した者の検査場は、当該高等学校長が定めます。

(２) 検査は、学力検査及び面接を実施します。

(３) 学力検査を実施する教科は、国語、数学及び英語（各４０点満点）です。

(４) 各高等学校・学科（コース）の学力検査及び面接の配点は、「入学者選抜概要」

に示すとおりです。

(５) 学力検査は、県内一斉に同一問題で実施します。学力検査の問題は、奈良県教育

委員会で作成します。

(６) 英語の学力検査には、聞き取り検査はありません。

(７) 検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

８ 入学者の選抜



(１) 高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行ってください。

(２) 選抜は、次の資料Ⅰから資料Ⅲまでに基づいて行ってください。

資料Ⅰ： 調査書成績

学習成績の合計点（１３５点満点）又は加重配点をした後の学習成

績の合計点

資料Ⅱ： 検査成績

学力検査の各教科の合計点（１２０点満点）又は学力検査の各教科

の合計点に加重配点をした点と面接の得点の合計点

資料Ⅲ： 調査書のその他の記載事項

調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録

」及び「スポーツ・文化活動等の記録」

(３) 合否の判定については、次のア及びイにより、生徒の優れている点や長所を積極

的に評価して、総合的に行ってください。

ア あらかじめ高等学校長が定めた基準に基づいて、資料Ⅲを精査し、その内容が

顕著であると認められる者については、合否の判定において、配慮してください。

イ 原則として、受検者ごとに資料Ⅰと資料Ⅱとを合計し、合計点の多い者から順

に合格としますが、その際、資料Ⅲ等を考慮して総合的に行ってください。

(４) 高等学校において順位を付けて２学科（コース）まで志願することができる学科

（コース）及び第１志望を優先して合否を判定する割合については、「入学者選抜

概要」に示すとおりです。

(５) 各高等学校における選抜資料の取扱いの詳細については、「入学者選抜概要」に

示すとおりです。

(６) 定時制課程において、学力検査等による受検者数と成人特例措置による受検者数

との合計が募集人員を超えた場合は、一般選抜要項８入学者の選抜(７)により、合格

者を決定することを原則とします。

(７) 調査書及び検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名、生徒

番号及び受検番号以外の記号等で行ってください。

(８) 出願者数が募集人員に満たない場合でも、学力検査等を行い選抜します。

９ 合格発表

平成３０年３月２６日（月）に、出願した高等学校で受検番号により発表します。



10 その他

(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、出願する高等学校長に連絡を

とり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) 定時制課程に出願できる者は、原則として勤務に従事する者又は勤務に従事する

予定の者です。

(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、出願する高等学校長に申し出

てください。申出を受けた高等学校長は、学校教育課長と協議してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、進学先の高等学校長に提出してください。

(６) この要項に定めるもののほか、実施については、一般選抜要項に準じます。



平成３０年度奈良県立大和中央高等学校入学者選抜実施要項

平成３０年度奈良県立大和中央高等学校における定時制課程（三部制）及び通信制

課程の入学者選抜については、この要項（以下「大和中央高等学校選抜要項」といい

ます。）に基づいて実施します。

定時制課程（三部制）における入学者選抜

１ 応募資格

応募資格は、特色選抜要項１応募資格に準じます。

２ 選抜を実施する部

Ⅰ部、Ⅱ部及びⅢ部で実施します。各部の学習時間帯は、「入学者選抜概要」に示

すとおりです。

３ 選抜の種類

各部とも、Ａ選抜及びＢ選抜の枠組みで実施します。

４ 募集人員

各部の募集人員は、「平成３０年度奈良県立高等学校入学者募集人員」に定めます。

なお、Ｂ選抜は、Ⅲ部及びＡ選抜で定員に満たなかった部において実施します。

５ 出願方法

(１) 出願は、１つの部に限ります。ただし、Ⅰ部とⅡ部については、順位を付けて２

つの部まで志願することができます。

(２) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(３) 次のアからエまでのいずれかに該当する者は、奈良県立大和中央高等学校定時制

課程（三部制）における入学者選抜に出願することができません。

ア 各選抜と同時期に実施される奈良県内の公立高等学校の入学者選抜への出願者

イ 奈良県内の公立高等学校又は他の都道府県の公立高等学校の入学者選抜に合格

した者

ウ 高等学校（高等専門学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含

みます。）に在籍している者

エ 奈良県立青翔中学校に在籍しており、奈良県立青翔高等学校に入学する予定の

者

(４) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の



奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

６ 出願手続

(１) 各選抜における入学願書受付期間は、次のとおりです。

選抜の種類 入学願書受付期間

平成３０年２月１３日（火） 午前９時から午後３時まで

平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後３時まで

Ａ選抜 ただし、出願書類を郵送する場合（特色選抜要項５出願手続(２)

参照）は、平成３０年２月８日（木）までの消印があるものに限

ります。

Ｂ選抜 平成３０年３月２０日（火） 午前１１時から午後４時まで

(２) 志願者は、入学願書受付期間内に次のアからウまでを出身中学校又は在学してい

る中学校の校長を経て奈良県立大和中央高等学校長に提出してください。

ア 入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 ９５０円（奈良県収入証紙により納付）

ウ 「自己アピール文」記入票（様式９）

(３) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(４) 奈良県立大和中央高等学校長は、(２)の書類を受け付けたときは、受検票を交付し

てください。

７ 検査

(１) 検査は、いずれの選抜においても、奈良県立大和中央高等学校で実施します。

各選抜の検査は、次の日に実施します。

選抜の種類 検査日

Ａ選抜 平成３０年２月２０日（火）

Ｂ選抜 平成３０年３月２３日（金）

なお、日程等の詳細については、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

(２) 検査は、いずれの選抜においても、国語、数学及び英語の学力検査（各４０点満



点）並びに面接（５０点満点）を実施します。詳細については、「入学者選抜概要

」に示すとおりです。

(３) 学力検査は、Ａ選抜では奈良県教育委員会が作成した特色選抜の学力検査の問題

を、Ｂ選抜では二次募集の学力検査の問題を使用して実施します。

(４) Ａ選抜の英語の学力検査には、聞き取り検査を含みます。

(５) いずれの選抜においても、検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

８ 入学者の選抜

(１) 奈良県立大和中央高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行っ

てください。

(２) 合否の判定については、原則として、受検者ごとに学力検査及び面接の得点を合

計し、合計点の多い者から順に合格とします。

(３) 各選抜において、学力検査等による受検者数と成人特例措置による受検者数との

合計が定員を超えた場合は、一般選抜要項８入学者の選抜(７)により、合格者を決定

することを原則とします。

(４) 調査書は用いません。

(５) 順位を付けて志願することができるⅠ部及びⅡ部においては、各選抜において、

第１志望による合格者数がそれぞれの募集人員の８割以上となるようにしてくださ

い。

(６) 検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名及び受検番号以外

の記号等で行ってください。

(７) 出願者数が募集人員に満たない場合でも、検査を行い選抜します。

９ 合格発表

次の各選抜の合格発表日の午後、奈良県立大和中央高等学校で、受検番号により発

表します。

選抜の種類 合格発表日

Ａ選抜 平成３０年２月２６日（月）

Ｂ選抜 平成３０年３月２６日（月）

10 その他



(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、奈良県立大和中央高等学校

長に連絡をとり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) Ａ選抜で合格した場合、必ず入学するものとします。

(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、奈良県立大和中央高等学校長

に申し出てください。この場合、奈良県立大和中央高等学校長は、学校教育課長と

協議してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 学校教育法施行規則第９５条第５号の規定により奈良県立大和中央高等学校定時

制課程（三部制）における入学者選抜に出願を希望する者は、平成３０年１月１８

日（木）までに奈良県立大和中央高等学校長に申し出てください。

(６) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、奈良県立大和中央高等学校長に提出してください。

(７) この要項に定めるもののほか、必要な事項は奈良県立大和中央高等学校長が別に

定めます。

通信制課程における入学者選抜

１ 応募資格

応募資格は、特色選抜要項１応募資格に準じます。

２ 選抜の種類

通信制課程選抜及び通信制課程二次募集の枠組みで実施します。

３ 募集人員

募集人員は、「平成３０年度奈良県立高等学校入学者募集人員」に定めます。ただ

し、通信制課程二次募集は、通信制課程選抜で定員に満たなかった場合に実施します。

４ 出願方法

(１) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(２) 奈良県内の公立高等学校又は他の都道府県の公立高等学校の入学者選抜に合格し

た者は、奈良県立大和中央高等学校通信制課程における入学者選抜に出願できませ

ん。



(３) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の

奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

(４) 高等学校（高等専門学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含み

ます。）に在籍している者は、出願できません。

(５) 奈良県立青翔中学校に在籍しており、奈良県立青翔高等学校に入学する予定の者

は、出願できません。

５ 出願手続

(１) 入学願書（別に定める用紙）は、奈良県立大和中央高等学校で交付します。

なお、交付期間は、次のとおりです。

平成２９年１２月８日（金）、平成３０年１月２１日（日）、２月１１日（日

）、２月２７日（火）、３月８日（木）及び３月１８日（日）の午前９時から午

後３時まで。

平成３０年３月２６日（月）の午後１時から午後５時まで。

(２) 入学願書受付期間は、次のとおりです。

選抜の種類 入学願書受付期間

通信制課程選抜 平成３０年３月２日（金） 午前９時から午後３時まで

平成３０年３月６日（火） 午前９時から午後３時まで

通信制課程二次 平成３０年３月２０日（火） 午前１１時から午後４時まで

募集 平成３０年３月２７日（火） 午前９時から午後３時まで

(３) 志願者は、入学願書受付期間内に入学願書を出身中学校又は在学している中学校

の校長を経て奈良県立大和中央高等学校長に提出してください。

(４) 奈良県立大和中央高等学校長は、(３)の書類を受け付けたときは、受検票を交付し

てください。

６ 検査

(１) 検査は、いずれの選抜においても、奈良県立大和中央高等学校で実施します。

各選抜の検査は、次の日に実施します。



選抜の種類 検査日

通信制課程選抜 平成３０年３月１２日（月）

通信制課程二次募集 平成３０年３月２８日（水）

なお、日程等の詳細については、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

(２) 検査は、面接（５０点満点）を実施します。詳細については、「入学者選抜概要」

に示すとおりです。

(３) いずれの選抜においても、検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

７ 入学者の選抜

(１) 奈良県立大和中央高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行っ

てください。

(２) 合否の判定については、原則として、得点の高い者から順に合格とします。

(３) 調査書は用いません。

(４) 検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名及び受検番号以外

の記号等で行ってください。

８ 合格発表

次の各選抜の合格発表日に、奈良県立大和中央高等学校で、受検番号により発表し

ます。

選抜の種類 合格発表日

通信制課程選抜 平成３０年３月１６日（金）

通信制課程二次募集 平成３０年３月２９日（木）

９ その他

(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、奈良県立大和中央高等学校

長に連絡をとり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、奈良県立大和中央高等学校長

に申し出てください。この場合、奈良県立大和中央高等学校長は、学校教育課長と



協議してください。

(３) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(４) 学校教育法施行規則第９５条第５号の規定により奈良県立大和中央高等学校通信

制課程における入学者選抜に出願を希望する者は、平成３０年１月１８日（木）ま

でに奈良県立大和中央高等学校長に申し出てください。

(５) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、奈良県立大和中央高等学校長に提出してください。

(６) この要項に定めるもののほか、必要な事項は奈良県立大和中央高等学校長が別に

定めます。



平成３０年度奈良県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜実施要項

平成３０年度奈良県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜につ

いては、この要項に基づいて実施します。

１ 応募資格

十津川村立十津川中学校を平成３０年３月卒業見込みの者で、「中高連携した学習

の記録」を提出できるもの

２ 奈良県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜を実施する学科

普通科

ただし、普通科工芸コースについては、特色選抜において実施します。

３ 募集人員

募集人員は、「平成３０年度奈良県立高等学校入学者募集人員」に定める奈良県立

十津川高等学校の募集人員から同校普通科工芸コースの特色選抜募集人員を除いた人

員を上限とします。

４ 出願手続

(１) 入学願書受付期間は、次のとおりです。

平成３０年２月１３日（火） 午前９時から午後３時まで

平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後３時まで

ただし、出願書類を郵送する場合（特色選抜要項５出願手続(２)参照）は、平成３

０年２月８日（木）までの消印があるものに限ります。

(２) 志願者は、定められた期間内に次のアからウまでを十津川村立十津川中学校長を

経て奈良県立十津川高等学校長に提出してください。

ア 連携型中高一貫教育に関する入学者選抜入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 ２，２００円（奈良県収入証紙により納付）

ウ 中高連携した学習の記録（奈良県立十津川高等学校長が別に定める様式）

(３) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(４) 奈良県立十津川高等学校長は、(２)の書類を受け付けたときは、受検票を交付して

ください。

(５) 出願後、入学願書の取下げはできません。

５ 調査書等の提出

調査書等の提出は、特色選抜要項６調査書等の提出(１)、(２)及び(５)に準じます。



なお、中学校長は、出願者の調査書（様式１）を、下記の期間に、奈良県立十津川

高等学校長に提出してください。

平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後４時まで

平成３０年２月１５日（木） 午前９時から午後１時まで

６ 検査

(１) 検査は、平成３０年２月２０日（火）に、奈良県立十津川高等学校で実施します。

日程等の詳細については、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

(２) 検査は、面接（５０点満点）を実施します。詳細については、「入学者選抜概要

」に示すとおりです。

(３) 面接の際の資料とするため、国語、数学及び英語の学力到達度調査を同日に実施

します。学力到達度調査には、奈良県教育委員会が作成した特色選抜の学力検査問

題（英語には、聞き取り検査を含みます。）を使用します。

(４) 検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

７ 入学者の選抜

(１) 奈良県立十津川高等学校長は、入学者選抜委員会を設置し、厳正に選抜を行って

ください。

(２) 選抜に当たっては、学習成績の合計点、調査書のその他の記載事項（調査書の「

学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「スポーツ・文化活

動等の記録」）、面接の得点、「中高連携した学習の記録」等を考慮して、総合的

に行ってください。

(３) 調査書及び検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名、生徒

番号及び受検番号以外の記号等で行ってください。

８ 合格発表

平成３０年２月２６日（月）午後、奈良県立十津川高等学校で受検番号により発表

します。

９ その他

(１) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、奈良県立十津川高等学校長

に連絡をとり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(２) 奈良県立十津川高等学校連携型中高一貫教育に関する入学者選抜で合格した場合

は、必ず入学するものとします。



(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、奈良県立十津川高等学校長に

申し出てください。この場合、奈良県立十津川高等学校長は、学校教育課長と協議

してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断書等を、

別に通知する方法により、奈良県立十津川高等学校長に提出してください。

(６) この要項に定めるもののほか、必要な事項は奈良県立十津川高等学校長が別に定

めます。



平成３０年度奈良県立高等学校入学者選抜帰国生徒等特例措置要項

平成３０年度奈良県立高等学校入学者選抜における帰国生徒等特例措置は、この要

項に基づいて実施します。

１ 応募資格

特色選抜要項１応募資格に定める資格を有する者で、かつ、次のアからウまでのい

ずれかに該当するもの

ア 保護者の海外勤務に伴う外国での在住期間が、帰国時からさかのぼり継続して２

年以上の者で、平成２９年１月１日以降に帰国したもの

イ 中国等引揚者等で、原則として小学校第４学年以上の学年に編入学したもの

ウ 外国人生徒で、原則として小学校第４学年以上の学年に編入学したもの

２ 特例措置を実施する学校・学科

奈良県立法隆寺国際高等学校 総合英語科

奈良県立高取国際高等学校 国際コミュニケーション科

３ 募集人員

各校各学科若干名

４ 出願方法

(１) 出願は、上記２の高等学校のうち１校１学科に限ります。

(２) 出願後、入学願書の取下げはできません。

(３) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、事前に所定の手続（県外居住者及び県外中学校卒業者等の

奈良県立高等学校への志願手続要領９参照）が必要です。

５ 出願手続

(１) 入学願書受付期間は、次のとおりです。

平成３０年２月１３日（火） 午前９時から午後３時まで

平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後３時まで

ただし、出願書類を郵送する場合（特色選抜要項５出願手続(２)参照）は、平成３

０年２月８日（木）までの消印があるものに限ります。

(２) 志願者は、定められた期間内に次のアからオまでを出身中学校又は在学している

中学校の校長を経て出願する高等学校長に提出してください。ただし、県内の中学

校を卒業した者又は卒業見込みの者は、エ及びオの提出は不要です。



ア 入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 ２，２００円（奈良県収入証紙により納付）

ウ 帰国生徒等特例措置適用申請書（様式１３）

エ 海外生活を証明する書類

オ 奈良県公立高等学校入学志願許可申請書（様式１４）

(３) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(４) 高等学校長は、(２)の書類を受け付けたときは、受検票を交付してください。

６ 調査書等の提出

調査書等の提出は、特色選抜要項６調査書等の提出(１)、(２)、(４)及び(５)に準じます。

なお、中学校長は、出願者に関する書類を、出願した高等学校長に下記により提出

してください。ただし、郵送の場合は、平成３０年２月１５日（木）午後１時までに

到着のものに限ります。

提出期間 平成３０年２月１４日（水） 午前９時から午後４時まで

平成３０年２月１５日（木） 午前９時から午後１時まで

提出書類 ア 調査書（様式１）ただし、調査書を提出できない場合は、これに

代わるもの

イ 副申書（様式３）（調査書及び学習成績一覧表等作成要領１の(５)

のキに該当する出願者についてのみ必要）

７ 検査

(１) 検査は、平成３０年２月２０日（火）に、出願した高等学校で実施します。日程

等の詳細については、「入学者選抜概要」に示すとおりです。

(２) 検査は、数学及び英語の学力検査（各４０点満点）、作文（４０点満点）並びに

面接を実施します。

(３) 学力検査は、奈良県教育委員会が作成した特色選抜の学力検査の問題を使用して

実施します。

(４) 英語の学力検査には、聞き取り検査を含みます。

(５) 作文の検査問題は、奈良県教育委員会が作成します。

(６) 検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。

８ 入学者の選抜

(１) 選抜に当たっては、学力検査及び作文の得点並びに面接の結果等を考慮して、総



合的に判定します。

(２) 調査書及び検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名、生徒

番号及び受検番号以外の記号等で行ってください。

９ 合格発表

平成３０年２月２６日（月）午後、出願した高等学校で受検番号により発表します。

10 その他

(１) この特例措置で合格した場合は、必ず入学するものとします。

(２) 中学校長は、出願者で検査当日欠席者があるときは、出願する高等学校長に連絡を

とり、速やかに欠席届（様式８）を提出してください。

(３) 中学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される生

徒がいる場合には、学校教育課長に事前に連絡の上、出願する高等学校長に申し出

てください。申出を受けた高等学校長は、学校教育課長と協議してください。

(４) 中学校長は、被災等により既に奈良県内に避難しているが奈良県内に住民票を異

動することができない生徒がいる場合には、出願までに学校教育課長に申し出てく

ださい。

(５) 中学校長は、入学者に関する生徒指導要録の抄本又は写し及び健康診断票等を、

別に通知する方法により、進学先の高等学校長に提出してください。

(６) この要項に定めるもののほか、必要な事項は、特例措置を実施する高等学校長が

別に定めます。



平成３０年度奈良県立高等学校入学者選抜定時制課程成人特例措置要項

特色選抜、一般選抜、二次募集及び奈良県立大和中央高等学校入学者選抜における

定時制課程成人特例措置は、この要項に基づいて実施します。

１ 応募資格

特色選抜要項１応募資格に定める資格を有する者で、平成１０年４月１日以前に生

まれたもの

２ 特例措置を実施する課程

奈良県立高等学校定時制課程（賀名生分校及び山添分校を含みます。）における一

般選抜、二次募集及び奈良県立大和中央高等学校定時制課程（三部制）における入学

者選抜で実施します。

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校は、特色選抜においても実施します。

３ 募集人員

特色選抜要項３募集人員、一般選抜要項３募集人員及び大和中央高等学校選抜要項

の定時制課程（三部制）における入学者選抜４募集人員によります。ただし、各選抜

において、成人特例措置による合格者数と学力検査等による合格者数との合計は、募

集人員を超えないものとします。

４ 出願手続

(１) 成人特例措置を希望する者は、特色選抜要項、一般選抜要項、二次募集要項及び

大和中央高等学校選抜要項により手続をしてください。

なお、出願書類は次のア及びイのとおりです。

ア 定時制課程成人特例措置入学願書（別に定める用紙）

イ 入学考査料 ９５０円（奈良県収入証紙により納付）

ただし、分校への出願者は、１，０００円を現金で納付してくだ

さい。

(２) 入学願書に貼り付けた奈良県収入証紙には、消印をしないでください。

(３) 高等学校長は、(１)の書類を受け付けたときは、受検票を交付してください。

(４) 出願後、入学願書の取下げはできません。

５ 検査

(１) 出願した高等学校において、作文（５０点満点）及び面接を実施します。

(２) 作文の問題は、奈良県立大和中央高等学校入学者Ａ選抜においては奈良県立大和



中央高等学校が、五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の特色選抜においては

五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校が作成します。他の選抜においては奈良

県教育委員会が作成します。

６ 入学者の選抜

作文の得点及び面接の結果を資料とし、総合的に判定します。

なお、成人特例措置による受検者数と学力検査等による受検者数との合計が募集人

員を超えた場合は、特色選抜要項８入学者の選抜(７)、一般選抜要項８入学者の選抜(７)、

二次募集要項８入学者の選抜(６)及び大和中央高等学校選抜要項の定時制課程（三部制

）における入学者選抜８入学者の選抜(３)により合格者を決定することを原則とします。

７ 合格発表

各選抜の合格発表と同時に、出願した高等学校で受検番号により発表します。

８ その他

この要項に定めるもののほか、実施については、各選抜の要項に準じます。



調査書及び学習成績一覧表等作成要領

調査書、学習成績一覧表及び学習成績分布表の作成については、この要領に基づい

てください。

１ 調査書

(１) 調査書（様式１）は、生徒指導要録に基づいて、中学校長が厳正に作成してくだ

さい。作成に当たっては、調査書作成委員会を設置し、公正を期してください。

(２) 調査書は、ＰＰＣ用紙を使用してください。

(３) 調査書の「生徒番号」欄には、学習成績一覧表（様式５）の当該生徒の生徒番号

と同じ番号を記入してください。ただし、県外中学校から出願する者及び過年度卒

業者については、斜線を記入してください。また、平成２９年１２月２３日以降に

転・編入学した生徒についても、斜線を記入してください。

(４) 調査書の「卒業・卒業見込み」については、平成３０年３月１日付けで該当する

ものを○印で囲んでください。また、「全日制・定時制」については、該当するも

のを○印で囲んでください。

(５) 学習成績は、次のアからキまでに従って記入してください。

ア 学習成績は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及

び英語の各教科とも、第２学年と第３学年の成績を１：２の割合で算出してくだ

さい。この場合、平成３０年３月卒業見込みの者の第３学年の成績は、第１学期

及び第２学期の成績によってください。ただし、２学期制を実施している中学校

においては、４月から１２月までの成績によってください。

イ 各教科別に、次の(ア)及び(イ)を合計した学習成績を１５点満点で記入してくださ

い。

(ア) 生徒指導要録に記載された第２学年の５段階評定値

(イ) 第３学年の第１学期及び第２学期の観点別学習状況の評価を総括した５段階

評定値を２倍した数値、又は、第３学年の第１学期及び第２学期のそれぞれの

５段階評定値を合計した数値

ただし、２学期制を実施している中学校においては、上記に準じて第３学年

の評定値を算出してください。

ウ 学習成績の算出に当たっては、中学校長は、各教科の学習成績算出資料（様式

４）を作成し、１年間これを保存してください。



エ 県外中学校から出願する者の学習成績も、ア及びイのとおり、各教科ごとに１

５点満点とします。

オ 過年度卒業者についても、アにより、１５点満点としますが、当該生徒に関す

る生徒指導要録記載の第２学年及び第３学年の評定によって算出してください。

カ 外国の学校（日本人学校等、国内の中学校における教育と同等の教育を行うこ

とを目的とする教育施設を除きます。）から中学校に編入学をした生徒について

は、４外国の学校から中学校に編入学した生徒の調査書の作成等についてに従っ

て調査書その他の書類を作成してください。

キ 何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、生徒が

中学校に登校したくともできない状況にあることで、参考にできる資料等が乏し

く、適切な評価に努めても、ア及びイのとおり評価ができない教科がある生徒に

ついては、学習成績を評価できた期間に応じて各教科の満点を５点、１０点又は

１５点として算出してください。その際、各教科の学習成績欄は「［学習成績］

／［満点］」と、学習成績の合計欄は「［評価ができた教科の学習成績の合計］

／［評価ができた教科の学習成績の満点の合計］」と記入してください。ただし、

評価できた期間がない教科の学習成績欄は「―」と記入し、すべての教科の学習

成績欄に「―」と記入した場合は学習成績の合計欄も「―」と記入してください。

また、中学校長は副申書（様式３）を作成し、調査書と併せて高等学校へ提出し

てください。副申書には、学習成績の記入が困難な事由及び学校としての指導の

経緯等を記載し、医療機関の診断書、カウンセラーとの相談の記録等の資料を添

付してください。

なお、県外中学校から出願する者については、調査書を手書きで作成するため、

次のように調査書を訂正してください。

(ア) 学習成績の合計が算出できた場合

調査書の学習成績の合計欄にある「１３５」を黒の二本線で消し、その上部

に［評価ができた教科の学習成績の満点の合計］を記入の上、調査書の点線よ

り上の欄外に「３字削除、ｎ字追加」（ｎは書き加えた文字数）と記入し、記

載者印を押してください。

(イ) 学習成績の合計が算出できない場合

調査書の学習成績の合計欄にある「／１３５」を黒の二本線で消し、調査書



の点線より上の欄外に「４字削除」と記入し、記載者印を押してください。

(６) 調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「スポ

ーツ・文化活動等の記録」欄の記入の際には、次のアからエまで及び調査書記入上

の注意事項に留意してください。

ア 「学習活動の記録」欄には、「総合的な学習の時間」について、取り組んだ内

容を記入してください。

イ 「特別活動の記録」欄には、学級活動、生徒会活動、学校行事等の特別活動の

状況について、主な事実を記入してください。その際、生徒会本部役員であるか

学級活動の中での役員であるかの区別ができるように記入してください。

ウ 「行動の記録」欄には、各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動その他

学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について、中学校生徒指導要録の

「行動の記録」欄において各中学校が定めた評価項目の趣旨に照らして第２学年

と第３学年の２年間にわたって十分満足できる状況にあると判断されたものにつ

いて、その評価項目を記入してください。

エ 「スポーツ・文化活動等の記録」欄には、スポーツ活動、文化活動、社会活動、

ボランティア活動、資格取得等のア及びイ以外の活動について、その実績等を具

体的に記入してください。この場合、部活動については、所属年限や活動状況が

わかるように記入してください。また、大会等での実績の記入に当たっては、志

願者本人が大会登録メンバー（レギュラーとして先発出場したか否かは問いませ

ん。）として出場したものについて、賞状、記録集、証明書等で確認の上、成績

とともに学年及び主催者名について記入例に従って記入してください。また、特

色選抜において、「特技に関する記録〔体育〕」を提出する生徒の場合には、「

特技に関する記録〔体育〕」に記載した競技成績や活動の記録等も記入してくだ

さい。検定等の資格取得の記入に当たっては、記入例に従って主催者名、名称及

び資格取得年月を記入してください。

(７) 平成２４年３月以前の卒業者については、(５)及び(６)は記入する必要はありません。

２ 学習成績一覧表

学習成績一覧表（様式５）は、平成２９年１２月２２日において第３学年に在籍す

る生徒全員について、学級ごとに別葉で作成してください。ただし、県外中学校から

出願する者及び過年度卒業者については、作成する必要はありません。



３ 学習成績分布表

学習成績分布表（様式６及び様式７）は、学習成績一覧表に学習成績を１３５点満

点で記入した生徒全員について作成してください。ただし、県外中学校から出願する

者及び過年度卒業者については、作成する必要はありません。

４ 外国の学校から中学校に編入学した生徒の調査書の作成等について

外国の学校（日本人学校等国内の中学校における教育と同等の教育を行うことを目

的とする教育施設を除きます。）から中学校に編入学をした生徒についての調査書そ

の他の書類は、次の(１)から(３)までに基づいて作成してください。

(１) 日本の中学校に在籍している期間の学習成績の算出等について

ア 第３学年に編入学した生徒については、次の(ア)から(ウ)までの区分に応じ、日本

の中学校に在籍した期間についての学習成績を算出してください。

(ア) 第３学年の第３学期以降に編入学をした者

学習成績を算出する必要はありません。調査書の学習成績の欄は空欄にして

ください。

(イ) 第３学年の第２学期に編入学をした者

第３学年の第２学期の成績を４５点満点（５点×９教科）で算出したものを

学習成績とし、調査書に記入してください。県外中学校から出願する者につい

ては、調査書を手書きで作成するため、学習成績の合計欄にある「１３５」を

黒の二本線で消し、その上部に「４５」と記入の上、調査書の点線より上の欄

外に「３字削除、２字追加」と記入し、記載者印を押してください。

(ウ) 第３学年の第１学期に編入学をした者

第３学年の第１学期及び第２学期の成績を９０点満点（１０点×９教科）で

算出したものを学習成績とし、調査書に記入してください。県外中学校から出

願する者については、調査書を手書きで作成するため、学習成績の合計欄にあ

る「１３５」を黒の二本線で消し、その上部に「９０」と記入の上、調査書の

点線より上の欄外に「３字削除、２字追加」と記入し、記載者印を押してくだ

さい。

イ ア以外の生徒の学習成績は、１の(５)のア及びイに基づき１３５点満点（１５点

×９教科）で算出してください。

ウ 過年度卒業者について、生徒指導要録に第２学年の評定の記載がない場合は、



(１)のアの(ウ)に準じて第３学年の評定によって９０点満点で算出したものを学習成

績とし、調査書に記入してください。県外中学校から出願する者については、調

査書を手書きで作成するため、学習成績の合計欄にある「１３５」を黒の二本線

で消し、その上部に「９０」と記入の上、調査書の点線より上の欄外に「３字削

除、２字追加」と記入し、記載者印を押してください。

(２) 日本の中学校に在籍していない期間の成績等について

(１)のア及びウに掲げる者について、外国の学校での成績証明書がある場合は、そ

の写し（中学校長が原本証明したもの）を調査書に添付して出願校に提出してくだ

さい。この場合、調査書の「学習活動の記録」欄に「添付資料有り」と朱書してく

ださい。添付資料については、教科名及び成績等について高等学校から問い合わせ

る場合があります。

(３) 調査書の「学習活動の記録」、「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「スポ

ーツ・文化活動等の記録」欄の記入について

現在在籍している中学校における活動に加えて、外国の学校における活動につい

ても、次のア及びイの要領で記入してください。

ア 「学習活動の記録」欄には、外国の学校が発行した成績証明書等により、学習

活動の成果が顕著であると確認できる場合は、その内容を記入してください。

イ 「特別活動の記録」、「行動の記録」及び「スポーツ・文化活動等の記録」欄

には、外国の学校が発行した成績証明書等により、学習活動以外の活動について

主な事実、実績等が確認できる場合に、その内容を記入してください。



県外居住者及び県外中学校卒業者等の奈良県立高等学校への志願手続要領

１ 出願当時は奈良県外に居住している者で、高等学校入学日までに保護者とともに奈

良県内に居住し、入学後も引き続き奈良県内に居住することが確実であるもの

(１) 全日制課程を志願する者は、奈良県教育委員会が開催する説明会に出席し、奈良

県公立高等学校入学志願許可申請書（様式１４）に必要な書類を添え、奈良県教育

委員会教育長の承認を得てください。

また、定時制課程又は通信制課程を志願する者は、当該高等学校が開催する説明

会に出席し、奈良県公立高等学校入学志願許可申請書（当該高等学校で交付）に必

要な書類を添え、当該高等学校長の承認を得てください。

(２) 承認手続の期間は、次のとおりです。

ア 全日制課程

(ア) 特色選抜及び帰国生徒等特例措置

平成３０年１月１９日（金）から同年２月６日（火）までの午前９時から午

後５時まで

(イ) 一般選抜

平成３０年１月１９日（金）から同年２月２３日（金）までの午前９時から

午後５時まで

(ウ) 二次募集

平成３０年１月１９日（金）から同年３月１５日（木）までの午前９時から

午後５時まで

イ 定時制課程及び通信制課程

平成３０年１月１９日（金）から各選抜の出願期日まで

志願する者は、入学願書の入手及び手続方法等について、あらかじめ当該高等

学校に問い合わせてください。

(３) その他必要な事項については、別に定める「平成３０年度奈良県立高等学校入学

者選抜の受検を希望する皆さんへ」によります。

２ 奈良県外に居住している者で、教育に関する事務の委託により奈良県内の中学校を

卒業したもの又は卒業見込みのもの

奈良県公立高等学校入学志願許可申請書（様式１４）により、あらかじめ奈良県教

育委員会教育長の承認を得てください。



３ 和歌山県に居住している者で、本県と和歌山県との覚書により、指定地域内の公立

中学校を卒業したもの又は卒業見込みのもの

奈良県立十津川高等学校に出願できます。この場合、奈良県公立高等学校入学志願

許可申請書（様式１５）により、特色選抜においては、平成３０年１月１９日（金）

から同年２月６日（火）午後５時までに、一般選抜においては、平成３０年１月１９

日（金）から同年２月２３日（金）午後５時までに、奈良県教育委員会教育長の承認

を得てください。

４ 三重県名張市に居住している者で、同市内の公立中学校を卒業したもの又は卒業見

込みのもの

二次募集に限り、橿原市、桜井市及び宇陀市内に設置する奈良県立高等学校に出願

できます。この場合、奈良県公立高等学校入学志願許可申請書（様式１５）により、

平成３０年３月２０日（火）正午までに、奈良県教育委員会教育長の承認を得てくだ

さい。

５ 三重県伊賀市又は名張市に居住している者で、それぞれの市内の公立中学校を卒業

したもの又は卒業見込みのもの

山添村立奈良県立山辺高等学校山添分校に出願できます。この場合、奈良県公立高

等学校入学志願許可申請書（山添分校で交付）により、各選抜の出願期日までに、奈

良県立山辺高等学校長の承認を得てください。

６ 奈良県外に居住している者で、奈良県内の企業等に就職しているもの又は就職する

予定のもの

(１) 奈良県立高等学校の定時制課程（奈良県立大和中央高等学校のⅠ部、Ⅱ部及び定

時制課程の分校を除きます。）に出願できます。

(２) 志願する者は、当該高等学校が開催する説明会に出席し、奈良県公立高等学校入

学志願許可申請書（当該高等学校で交付）に必要な書類を添え、当該高等学校長の

承認を得てください。

(３) 承認手続の期間は、次のとおりです。

ア 奈良県立大和中央高等学校定時制課程Ａ選抜

平成３０年１月１９日（金）から同年２月１４日（水）までの午前９時から午

後５時まで。ただし、２月１４日（水）は午前９時から午後３時まで

イ 一般選抜



平成３０年１月１９日（金）から同年３月６日（火）までの午前９時から午後

５時まで。ただし、３月６日（火）は午前９時から午後３時まで

ウ 二次募集及び奈良県立大和中央高等学校定時制課程Ｂ選抜

平成３０年１月１９日（金）から同年３月２０日（火）までの午前９時から午

後５時まで。ただし、３月２０日（火）は午前１１時から午後４時まで

７ 奈良県外に居住している者で、次の奈良県立高等学校で３年間学ぶ意欲があるもの

(１) 平成３０年度奈良県立高等学校入学者特色選抜において次のア及びイの枠組みで

全国募集を行います。

ア 高等学校入学後、各校が指定する運動部に所属し、選手として３年間継続して

活動する意欲がある者が志願できる学校・学科（コース）及び指定する運動部は、

次のとおりです。

学 校 学科（コース） 指定する運動部

奈良県立山辺高等学校
普通科（生活文化コース）

馬術部、ライフル射撃部
生物科学科

環境緑地科

機械工学科

奈良県立御所実業高等学校 電気工学科 ラグビー部

都市工学科

薬品科学科

奈良県立榛生昇陽高等学校 普通科（人間探究コース） 自転車競技部

奈良県立十津川高等学校 普通科（工芸コース） ボート部

イ 各校の学科（コース）に対して強い目的意識がある者が志願できる学校・学科

（コース）は、次のとおりです。

学 校 学科（コース）

奈良県立御所実業高等学校 薬品科学科

奈良県立十津川高等学校 普通科（工芸コース）

(２) 志願する者は、奈良県教育委員会が開催する説明会に出席し、奈良県立高等学校

全国募集入学志願許可申請書（様式１６）に必要な書類を添え、平成３０年１月１



９日（金）から同年２月６日（火）午後５時までに、奈良県教育委員会教育長の承

認を得てください。

(３) 受入人数は、上記(１)のア及びイのそれぞれにおいて学校・学科（コース）ごとに

募集人員の１０％を上限とします。ただし、募集人員の１０％を上限として合格者

を決定した結果、合格者数が募集人員に満たない場合は、１０％を超えて受け入れ

ることがあります。

８ 出願当時は奈良県外に居住している者で、特別な事情によって保護者を伴わず奈良

県内に居住することに合理的事由があるもの

保護者の海外勤務等により、保護者とともに奈良県内に居住することができない者

は、１に準じて承認を得てください。

９ 保護者とともに奈良県内に居住している者で、他の都道府県の中学校を卒業したも

の又は卒業見込みのもの

(１) 保護者とともに奈良県内に居住していても、他の都道府県の中学校を卒業した者

又は卒業見込みの者は、１に準じて承認を得てください。

(２) 教育に関する事務の委託により県外の中学校を卒業した者又は卒業見込みの者は、

(１)の承認を要しません。ただし、奈良県公立高等学校出願資格証明書（様式１７）

により、あらかじめ奈良県教育委員会教育長の証明を得てください。

10 その他

この要領で定めるもののほか、必要な事項は、各選抜の要項に準じます。



他の都道府県の公立高等学校への進学のための証明手続要領

他の都道府県の公立高等学校への進学希望者で、奈良県教育委員会教育長の証明が

必要なものは、他の都道府県の公立高等学校への進学のための証明願に当該都道府県

の関係書類を添え、奈良県教育委員会教育長に願い出てください。

１ 証明書類

出願しようとする都道府県の入学者選抜要項により、どのような書類が必要である

かを確認してください。都道府県によっては、奈良県教育委員会教育長の証明が必要

な場合や、市町村教育委員会教育長又は中学校長の証明が必要な場合等があります。

２ 証明手続

奈良県教育委員会教育長の証明を必要とする場合は、次の(１)及び(２)によってくださ

い。市町村教育委員会教育長又は中学校長の証明が必要な場合等は、この手続をする

必要はありません。各市町村教育委員会又は中学校で必要な手続を確認してください。

(１) 出願しようとする都道府県の教育委員会事務局等において、関係書類を受領して

ください。

(２) 次のア及びイの書類を学校教育課長に提出し、証明を受けてください。

ア 出願しようとする都道府県に提出する書類のうち、奈良県教育委員会教育長の

証明を必要とする書類（必要事項を記入したもの）

イ 他の都道府県の公立高等学校への進学のための証明願（様式１８）

３ その他

(１) 奈良県教育委員会教育長の証明を受ける場合には、時間的余裕をもって手続をし

てください。

(２) この証明を受けた者は、本県公立高等学校への出願は認められません。



〔参考〕

奈良県教育委員会教育長の証明を必要とする場合の手続の流れ

他の都道府県教育委員会で募集要項、関係書類を受領する。

①

②

保護者、中学校長が関係 奈良県教育委員会で教育長

書類、証明願を作成する。 の証明を受ける。

③

④

他の都道府県教育委員会の承認を受ける。

⑤

願書の提出等の定められた手続をする。



奈良県立青翔中学校に在籍する生徒の奈良県立青翔高等学校への入学について

奈良県立青翔中学校の第３学年の生徒は、奈良県立青翔高等学校への入学に際し、

入学者選抜を行わず、入学する予定の者とします。奈良県立青翔高等学校に入学を希

望しない場合、奈良県立青翔高等学校長が定める様式と期日に基づき、入学辞退届を

提出してください。入学辞退届を提出した者については、奈良県立青翔高等学校への

入学資格を失います。
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